
○要適正管理森林等災害予防事業補助金交付要綱 

 

 

 

 

 

要適正管理森林等災害予防事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 

要適正管理森林等災害予防事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、要適正管理森林等（京都府森林の適正な管理に関する条例（平成 26年京

都府条例第 33号）第５条第１項に規定する要適正管理森林（以下「要適正管理森林」と

いう。）及び知事が特に認める森林をいう。以下同じ。）において、土砂の崩壊等による荒

廃により災害の原因となるおそれが生じることを未然に抑止するため、立木の除去等の

事業を実施する森林所有者等に対する補助に要する市町村の経費及び市町村が実施する

当該事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則（昭和 35年京都府規則第

23号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助

金を交付する。 

 

（補助対象経費等） 

第２条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。 

２ 補助金の額に 1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（交付の申請） 

第３条 規則第５条第１項に規定する申請書は、別に定める様式によるものとし、その提出

期限は、知事が別に定める。 

２ 規則第５条の規定により補助金の交付の申請をしようとする市町村の長は、補助金の

交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63

年法律第 108号）及び地方税法（昭和 25年法律第 226号）に基づく仕入れに係る消費税

及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金

の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合においては、これを減額し

て申請をしなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る

仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 

（変更の申請） 

第４条 規則第９条の規定により知事の承認を受けなければならない事項は、別表の重要

な変更の欄に掲げるものとする。 

２ 前項の承認を受けようとする市町村の長は、当該変更をしようとする事業の実施期間
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京都府告示第 317号 



内に、別に定める様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（実績報告） 

第５条 規則第 13条に規定する実績報告書は、別に定める様式によるものとし、事業完了

後速やかに知事に提出しなければならない。 

２ 市町村の長は、前項の実績報告を行うに当たって、第３条第２項に規定する場合におい

て、補助金に係る消費税額及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかなときは、当該消

費税額及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第６条 市町村の長は、第３条第２項に規定する場合において、補助事業完了後に補助金に

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、速やかに別に定める

様式による報告書を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

の全部又は一部の返還を命じることができる。 

 

（書類の提出部数等） 

第７条 この要綱に基づき市町村の長が知事に提出する書類は、２部とし、当該市町村の区

域を所管する京都府広域振興局の長（京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあ

っては、京都府京都林務事務所の長）を経由しなければならない。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。 

 

   附 則 

  この告示は、平成 27年６月５日から施行し、平成 27年度分の補助金から適用する。 

附 則(令和３年告示第 181号) 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、

この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要

の調整をして使用することができる。 

   附 則(令和８年告示第 174号)抄 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第２条、第４条関係） 

補助対象経費 補助率 補助限度額 重要な変更 

要適正管理森林等の所有者

等が実施する当該要適正管

理森林等において土砂の崩

壊等による荒廃により災害

の原因となるおそれが生じ

ることを未然に抑止するこ

とを目的とした次の事業

（以下「災害予防事業」と

いう。）に要する経費につ

き、市町村が補助する場合

における当該補助に要する

経費又は市町村が実施する

災害予防事業に要する経

費。ただし、要適正管理森

林で実施する事業について

は、当該要適正管理森林の

指定の日を含む年度の翌々

年度までに実施する事業に

要する経費に限る。 

(1) 立木の除去 

(2) 土砂の除去 

(3) 防護柵の設置 

(4) その他知事が特に必要

と認める事業 

災害予防事業

に要する経費

の２分の１以

内 

１の事業につき

1,000千円 

１ 事業費の 20

パーセントを超

える増減 

２ 事業量の 20

パーセントを超

える増減 

 


